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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも熱交換器が収納されている筐体を有し、
　前記筐体の正面部は、
　前記筐体の上面より突出した突出部を有し、
　前記突出部には、
　前記筐体の上面と接し、前記突出部を補強する突出部補強部材が、前記突出部の背面の
幅方向における中央付近に取り付けられ、
　手指を挿入するための凹部である取手部右及び取手部左が、前記突出部補強部材の両端
側の位置であって前記突出部の背面に設けられている
　ことを特徴とする空気調和機の室内機。
【請求項２】
　前記突出部は、
　その横断面形状が正面側に突き出すように湾曲している
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の室内機を備えた
　ことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、搬送用の取手を取り付けた空気調和機の室内機及びそれを備えた空気調和機
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の室内機は、空調対象空間となる居住空間に設置されて利用されている。こ
のような室内機には、壁面や天井面等に設置されるタイプの他に、床面に載置されるタイ
プが存在している。従来から、床面に載置されるタイプの室内機では、搬送性を改善する
ための工夫が種々施されている。
【０００３】
　そのようなものとして、「空気調和機本体の底部に設けられた移動用のキャスターと、
空気調和機本体裏板側の下方部に設けられた足掛けと、空気調和機本体裏板側の上方部に
設けられた移動用の取手とを備えており、前記足掛けに加重を加えることにより裏板側に
傾倒させて移動する。」というものが存在する（例えば、特許文献１）。これにより、空
気調和機本体を移動する際に、多少、地面等に凹凸又は障害物があっても、本体裏板側上
方部の取手を操作して、空気調和機を傾けた状態にすることにより、スムーズに移動させ
ることが可能となっている。
【０００４】
　また、空気調和機本体の筐体の一側面に設けられる吸気口と、排気口と、その吸気口と
排気口を連通する送風路と、該送風路内に設けられて吸気口から吸い込んだ空気を冷却す
る蒸発器とを備えており、前記一側面に吸気口より突出させて取手を設けたことを特徴と
する空気調和機が報告されている（例えば、特許文献２）。これにより、設置された空気
調和機を取り出す際に、空気調和機の周りに充分な空間がなくても、把手を持って引き出
せばよいので、簡単に空気調和機を搬送することが可能となっている。　
【０００５】
　また空気調和機本体に設けられている、空気の吹き出し口の形状を工夫し、取手の形状
にすることで、吹き出し口と、空気調和機本体を移動するための取手を兼ね備えた空気調
和機が提案されている（例えば、特許文献３）。これにより、取手を設けた際に、コンパ
クト性に優れ、また意匠性を損なわないような空気調和機を提供することが可能となって
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平７－２８２０号公報（第１図）
【特許文献２】特開２０００－２４０９７６号公報（２頁、第１図）
【特許文献３】特開２００３－２２２３５３号公報（１頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記で記載したように、従来の空気調和機の室内機では、搬送性を高めるために、室内
機の筐体自体に取手を取り付ける構成は存在するが、搬送中に室内機を破損させてしまう
おそれがあった。一方で、搬送中に室内機を破損させることを避ける取手の構成は存在す
るが、それにより室内機の意匠性を損ねてしまっていた。
【０００８】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、搬送時の利便性がよい
室内機を提供することを第１の目的としている。また第１の目的に加えて、取手を設けた
場合であっても意匠性を損うようなことがない室内機を提供することを第２の目的として
いる。また第２の目的に加えて、第１の目的と第２の目的を満たす室内機を備えた空気調
和機を提供することを第３の目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、少なくとも熱交換器が収納されている筐体を有し
、筐体の正面部は、筐体の上面より突出した突出部を有し、突出部には、筐体の上面と接
し、突出部を補強する突出部補強部材が、突出部の背面の幅方向における中央付近に取り
付けられ、手指を挿入するための凹部である取手部右及び取手部左が、突出部補強部材の
両端側の位置であって突出部の背面に設けられている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る空気調和機の室内機によれば、室内機の筐体の正面部は上面部より突出し
た突出部を有し、その突出部の背面に取手が設けられているので、室内機の搬送時の利便
性がよいものとなっている。また、突出部の背面に取手を設けたことにより、室内機の意
匠性が損なわれることを防ぐことが可能となっている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機全体の正面側の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機全体の背面側の斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の取手部の周辺図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る空気調和機の冷媒回路構成を示す概略構成図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機全体の正面側の斜視図である
。室内機１は、少なくとも熱交換器が備えられて構成されており、それらは筐体２によっ
て覆われている（室内機１の構成と動作の詳細は、実施の形態２にて説明する）。本実施
の形態１での室内機１の形状は、略直方体の形状をしているが、室内機１の形状は限定さ
れるものではない。しかし本実施の形態１では略直方体形状として説明する。図１の本実
施の形態１の室内機１の筐体２は、少なくとも筐体正面部３と、筐体右側部６ａと、筐体
左側部６ｂと、筐体背面部７と、筐体上面部８ａと、筐体底面部８ｂとからなる。
【００１３】
　筐体正面部３は、室内機１を正面から見たときに、正面に取り付けられ、筐体２の一部
分を構成するものである。筐体正面部３は、任意の厚みを持つ長方形の板材を、略水平方
向に例えば凹部形成されるように湾曲させた形状をしている。つまり、筐体正面部３は、
正面から見たときに、縦方向の中心線部分が両端部分よりも背面側となるような形状をし
ている。
【００１４】
　また、筐体正面部３には、正面上方パネル３ａと、正面中央パネル３ｂと、正面下方パ
ネル３ｃと、が取り付けられている。なお、筐体正面部３と、正面上方パネル３ａと、正
面中央パネル３ｂと、正面下方パネル３ｃと、は別体である場合を例に示しているが、一
体であってもよい。これらが、筐体正面部３に取り付けられて、それぞれが意匠面として
室内機１の外観を構成している。
【００１５】
　また筐体正面部３の上方部には、筐体上面部８ａより略鉛直方向に突出した突出部１０
が設けられている。筐体正面部３と突出部１０は同一の部材で構成してもよく、別の部材
で構成してもよい。
【００１６】
　突出部１０は、室内機１を搬送するための取手が設けられている。従って、ユーザーの
手指が、突出部１０に挿入することができる程度（例えば、１０ｃｍ程度）に、筐体上面
部８ａから上方向に突出しているものとする。つまり、突出部１０は、背面側にユーザー
の手指が挿入できる程度の凹部（図２に示す取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂ）が形成
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されており、この凹部が筐体上面部８ａにより隠れてしまわない程度に、筐体上面部８ａ
より鉛直方向側に突出させるように、設けられている。
【００１７】
　また、突出部１０の背面側には、突出部１０を補強する突出部補強部材１２が取り付け
られている。突出部補強部材１２は、突出部１０の背面と、筐体上面部８ａ面と、に接す
るように取り付けられている。つまり、突出部補強部材１２は、突出部補強部材１２の一
面（正面）、且つ、突出部補強部材１２の底面がそれぞれ突出部１０の背面と筐体上面部
８ａと接するように取り付けられており、突出部１０を補強するようになっている。
【００１８】
　突出部補強部材１２の形状について説明する。突出部補強部材１２の底面は、その底面
全面と筐体上面部８ａの面が接するようになっている。また、突出部補強部材１２の側面
（正面側の側面）は、その側面全面と突出部１０の背面が接するようになっている。また
、突出部補強部材１２の上部面は斜面となっている。このように、この突出部補強部材１
２の形状は、室内機１の側面方向から見ると、略三角柱形状をしている。
【００１９】
　突出部補強部材１２と筐体２の固定方法について説明する。
　突出部補強部材１２の斜面には、突出部補強部材１２を室内機１に固定するための、固
定部材１３を挿入できるような穴が、鉛直方向に形成されている。この固定部材１３をそ
の穴に挿入することにより、突出部補強部材１２が筐体２に固定される。
【００２０】
　筐体右側部６ａは、室内機１を正面からみたときに右側に取り付けられ、筐体２の一部
分を構成するものである。筐体右側部６ａを室内機１の右側面から見た形状は、略長方形
であり、特殊な形状はしていない。つまり、筐体右側部６ａは平らな板材である。しかし
筐体右側部６ａの形状は上記に限定されるものではない。
【００２１】
　筐体左側部６ｂは、室内機１を正面からみたときに左側に取り付けられ、筐体２の一部
分を構成するものである。筐体左側部６ｂを室内機１の左側面から見た形状は、略長方形
であり、特殊な形状はしていない。つまり、筐体左側部６ｂは平らな板材である。また筐
体右側部６ａと筐体左側部６ｂは、互いに向きあう面は平行になるように、室内機１に取
り付けられている。しかし筐体左側部６ｂの形状は上記に限定されるものではない。
【００２２】
　筐体背面部７は、室内機１を正面からみたときに背面に取り付けられている筐体２の一
部分を構成するものである。筐体背面部７を背面側から見た形状は、略長方形であり、特
殊な形状はしていない。つまり、筐体背面部７は平らな板材である。しかし筐体背面部７
の形状は上記に限定されるものではない。
【００２３】
　筐体上面部８ａは、室内機１を正面からみたときに上側に取り付けられ、筐体２の一部
分を構成するものである。筐体上面部８ａを、室内機１の上方から見た形状は、略長方形
であり、特殊な形状はしていない。つまり筐体上面部８ａは、平らな板材である。しかし
、筐体上面部８ａの形状は、上記に限定されるものではない。
【００２４】
　筐体底面部８ｂは、室内機１の底部に取り付けられている筐体２の一部分を構成するも
のである（載置されたときに床面と接触する部分）。筐体底面部８ｂを底面側から見た形
状は略長方形であり、特殊な形状はしていない。つまり筐体底面部８ｂは、平らな板材で
ある。また筐体上面部８ａと筐体底面部８ｂは、互いに向き合いう面は平行になるように
、室内機１に取り付けられている。しかし、筐体底面部８ｂの形状は、上記に限定される
ものはない。
【００２５】
　次に、本実施の形態１の特徴部分である突出部１０について詳細に説明する。
　図２は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機全体の背面側の斜視図である



(5) JP 5441750 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

。図２の点線部で示されるように、突出部１０の背面において、突出部補強部材１２が取
り付けられていない位置には、手指を挿入して搬送するための、取手部右１１ａ及び取手
部左１１ｂが設けられている。また、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂは、突出部１０
と一体となっている。つまり、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂは、突出部１０の背面
側に凹部を設けることで形成されるようになっている。
【００２６】
　室内機１の側面と平行な面で、取手部右１１ａ又は取手部左１１ｂの断面を見ると略コ
の字型となっている。取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂの鉛直方向の長さは、指が挿入
できる程度（例えば、指の太さから考えて５ｃｍ）であるとよい。
【００２７】
　また、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂの幅（筐体左側部６ｂから筐体右側部６ａに
向かう方向と平行になる部分）の長さは、人差し指、中指、薬指、小指を一緒に挿入でき
る程度（例えば、人差し指と中指と薬指と小指の太さの合計から考えて１０ｃｍ）である
とよい。
【００２８】
　また、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂの室内機１の正面から背面に向かう方向の長
さ（奥行き）は、挿入した手指で室内機１を持ち上げることができる程度（例えば、指の
長さから考えて１０ｃｍ）であるとよい。
【００２９】
　また図２に示すように、室内機１を搬送する際につかむ取手部右１１ａ及び取手部左１
１ｂは、突出部１０の背面に隠れるように設けられている。従って、正面側や側面側から
室内機１を見た際に、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂが見えてしまうことはない。
【００３０】
　従って、室内機１に取手を設けることで意匠性が損なわれてしまっていたが、そういっ
たことを本実施の形態１に係る室内機１では避けることが可能となっている。
【００３１】
　次に、本実施の形態１における室内機１の搬送について説明する。
　図３は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の取手部の周辺図である。突
出部補強部材１２は、上記したように、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂに手指をいれ
て搬送する際に発生する力により、突出部１０が壊れてしまわないように、補強する役割
を果たしている。
【００３２】
　通常、突出部１０のような形状の部材は、上方に引き上げる力が加わった際、中央付近
の強度が弱い。そのため、突出部補強部材１２は、突出部１０の中でも強度の弱い位置（
突出部の中央付近）に取り付けられており、室内機１（特に、突出部１０や突出部１０が
取り付けられている筐体正面部３、筐体上面部８ａ）が破損してしまうことを防ぐことが
可能となっている。
【００３３】
　また、突出部補強部材１２は、上記で記載したように、突出部１０の中央付近に取り付
けられているため、誤って突出部１０の強度が弱い部分を取手としてつかんでしまうこと
もないため、室内機１を破損させることを防ぐことが可能となっている。
【００３４】
　また突出部補強部材１２も、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂと同様に、突出部背面
に隠れるような位置に配置されている。そのため、室内機１の正面側から、室内機１を見
たとき、突出部１０が見えてしまうことはない。そのため突出部補強部材１２を室内機１
に取り付けることで、室内機１の意匠性を損なうようなことがないというのは言うまでも
ない。
【００３５】
　また、筐体正面部３は、室内機１を正面から見て背面に向かう方向に凹部形状に湾曲し
ている。よって、突出部１０も同様に凹状に湾曲した形状となる。つまり突出部１０の両
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端部分は、正面に突き出すような構造となる。一方で、突出部１０の中央付近は、正面方
向から背面方向に凹んだ形状となっている。
【００３６】
　例えば、室内機１の背面に立って、一人で室内機１を搬送することについて説明する。
取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂに、手の甲を下にして、それぞれ左右の手指を挿入す
るのが自然である。
　そのとき、人差し指と中指は、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂの端側（突出部の端
側）に当たる部分に位置するようになる。
　一方で、薬指と小指は、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂの中央側（突出部の中央側
）にあたる位置に挿入されることになる。
【００３７】
　これにより、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂに手の甲を下にして手指を挿入したと
きに、手指が自然な状態になるようになっている。というのも、一般的に人差し指と中指
は、薬指と小指より長いからである。
【００３８】
　更に、上記のような取手の構造のとき、手指を挿入して持ち上げた際に両肘が体の内側
でなく、外側に開くような状態になる。これにより、取手部右１１ａ及び取手部左１１ｂ
を力強く掴みやすくなり、搬送しやすくなる。取手が掴みにくいと、ユーザーは室内機１
を搬送しにくくなってしまう。しかし、室内機１ではそういったことを回避することが可
能となっている。
【００３９】
　以上のように、本実施の形態１に係る室内機１は、筐体上面部８ａより突出するように
筐体正面部３が取り付けられ、その突出部１０の背面に搬送用の取手部右１１ａ及び取手
部左１１ｂを設けられている。それにより、例えば、室内機１の空気の吹き出し口を取手
としてしまい、室内機１にキズ、打痕をつけてしまうことを回避しながら、室内機１を搬
送することが可能となっている。また室内機１に取手を設けることにより、室内機１の意
匠性を損ねることはない。
【００４０】
　実施の形態２．
　本発明の実施の形態１の室内機を空気調和機１００に適用したものを実施の形態２とし
て説明する。
　図４は、本発明の実施の形態２に係る空気調和機１００の冷媒回路構成を示す概略構成
図である。図４に基づいて、空気調和機の構成及び動作の例を説明する。空気調和機１０
０は、室外機１０１と図１～図３で説明した室内機１から構成されている。室内機１には
、少なくとも室内機用熱交換機１０２と、絞り装置１０３が備えられている。また室外機
には、少なくとも圧縮機１０４と、室外機用熱交換機１０５が備えられている。
【００４１】
　そして、図４に示すように空気調和機１００は、室内機用熱交換機１０２と、圧縮機１
０４と、室外機用熱交換機１０５と、絞り装置１０３と、を冷媒配管１１０で順次接続し
て構成されている。
【００４２】
　室内機用熱交換機１０２は、暖房運転時には凝縮器、冷房運転時には蒸発器として機能
し、冷媒配管１１０を導通する冷媒と空気との間で熱交換を行い、空調空気を生成するも
のである。
【００４３】
　室外機用熱交換機１０５は、暖房運転時には蒸発器、冷房運転時には凝縮器として機能
し、冷媒配管１１０を導通する冷媒と空気との間で熱交換を行い、その冷媒を凝縮・液化
又は気化・ガス化するものである。
【００４４】
　絞り装置１０３は冷媒配管１１０を導通する冷媒を減圧して膨張させるものである。こ
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の絞り装置１０３は、例えば毛細管や電磁弁で構成するとよい。
【００４５】
　次に冷房運転時の、空気調和機の動作について説明する。空気調和機が起動されると、
まず圧縮機が、気体になっている冷媒（例えば、単一冷媒、非共沸混合冷媒、あるいは二
酸化炭素やプロパン等の自然冷媒を用いることができる。）を圧縮し、冷媒の温度と圧力
を上昇させる。次に、室外機用熱交換機にその冷媒は送り込まれて、放熱する。これによ
り冷媒の温度は下がる。次に、毛細管に送り込まれて、高圧となった冷媒の圧力は下げら
れて、液化する。
【００４６】
　このようにして、液化された低温の冷媒は、室内機１に送り込まれる。室内機１に設け
られたファン等により、その冷媒に空気を吹き付ける。それによって空気は冷却され、室
内に放出される。これにより室内を冷却することが可能となる。一方、室内機用熱交換機
を通過した冷媒は、気化し、再び圧縮機に送り込まれる。このサイクルを連続的に行うこ
とで、室内に冷却された空気を送り込むことが可能となり、室内を冷却することができる
ようになっている。
【００４７】
　最後に、簡単に室内機１の説明をする。室内機１の筐体２には、吸気口と排気口が形成
されている。また、筐体２内部には、少なくとも送風機（ファン）と室内機用熱交換機１
０２が備えられて構成されている。室内機１は、吸気口から空気を空気調和機の内部に取
り込み、取り込んだ空気を室内機用熱交換機１０２に送り込み空気を加温又は冷却して、
排気口から放出し、例えば家屋の温度を調節することが可能となっている。
【符号の説明】
【００４８】
　１　室内機、２　筐体、３　筐体正面部、３ａ　正面上方パネル、３ｂ　正面中央パネ
ル、３ｃ　正面下方パネル、６ａ　筐体右側部、６ｂ　筐体左側部、７　筐体背面部、８
ａ　筐体上面部、８ｂ　筐体底面部、１０　突出部、１１ａ　取手部右、１１ｂ　取手部
左、１２　突出部補強部材、１３　固定部材、１００　空気調和機、１０１　室外機、１
０２　室内機用熱交換機、１０３　絞り装置、１０４　圧縮機、１０５　室外機用熱交換
機、１１０　冷媒配管。
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